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Ⅴ 令和７年度宮城県立支援学校高等学園及び宮城県立秋保かがやき支援 

  学校高等部産業技術科入学者選考方針 
           

 県立支援学校高等学園及び県立秋保かがやき支援学校高等部産業技術科（以下「県立高等学園等」

という。）に係る入学者の選考は、各県立高等学園等の教育の目的の実現及び生徒の健全育成と適切

な教育支援を期し、厳正に行うものとする。 

 

１ 基本原則 

（１） 各県立高等学園等は、入学希望者が各県立高等学園等の教育を受けることが適切かどうかにつ

いて、中学校長、義務教育学校長、中等教育学校長及び特別支援学校長（以下「出身学校長」とい

う。）から提出される調査書、共通学力検査及び各県立高等学園等で実施する諸検査等の結果に

基づいて総合的に判断する。 

（２） 入学者の選考に当たっては、厳正を期するために各県立高等学園等に選考委員会を設置する

ものとする。 

 

２ 第一次募集 

(１) 全ての県立高等学園等は、学校・学科の特色に応じて、第一次募集を実施する。入学者の選考

に当たって、県立高等学園等の校長は、原則として、調査書、共通学力検査の結果及び各県立高

等学園等で実施する諸検査等の結果により選考するものとする。 

 (２) 共通学力検査 

  イ 共通学力検査の実施期日は、諸検査等と同日に行うこととし、宮城県教育委員会が定める。 

   ロ  共通学力検査の実施教科は、国語及び数学とする。 

  ハ  共通学力検査の内容は、小学校学習指導要領及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を 

踏まえ、基礎的・基本的な内容を重視するとともに、生徒の多様な能力や適性等を把握する観点 

に基づく問題となるよう配慮するものとし、宮城県教育委員会が定める。 

(３) 諸検査等 

   イ  諸検査等の実施期日は、共通学力検査と同日に行うこととし、宮城県教育委員会が定める。 

    ロ 諸検査等の内容及び実施方法は、各県立高等学園等において適切に定める。 

  ハ 諸検査等の内容及び実施方法は、障害の状態、発達段階、特性等に十分配慮する。 

 

３ 追検による選考 

  全ての県立高等学園等は、第一次募集選考日当日に、やむを得ない事由により受検できなかった者

を対象に、追検による選考を実施する。この場合、共通学力検査及び諸検査等並びに選考方法につい

ては、原則として第一次募集に準ずるものとする。 

 

４ 第二次募集 

  第一次募集の合格者数が、募集定員に満たない場合においては、第二次募集を行うものとする。こ

の場合、共通学力検査及び諸検査等並びに選考方法については、原則として第一次募集に準ずるもの

とする。 
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  ３ 出願制限 

   （１） 出願できる県立特別支援学校の高等部は、第二次募集を実施する県立特別支援学校の

高等部の一つに限る。 

（２） 本県の県立特別支援学校の高等部及び支援学校高等学園の第一次募集による合格者は、 

第二次募集に出願できない。 

 

第４ 入学の辞退（知的障害） 

   合格者のうち、入学を辞退する者は、入学辞退届（様式第４号）により出身学校長を経て出願 

  先の県立特別支援学校長等に届け出る。 

 

第５ その他（知的障害） 

  １ 学力検査教科別得点の簡易開示 

学力検査教科別得点の簡易開示について、希望する受検者等は、受検した県立特別支援学校等

に直接申し出ること。なお、開示期間は、合格発表日から１か月間とする。 

 
  ２ 諸検査等の実施上、配慮を要する者の取扱い 

（１） 出身学校長は、身体上のこと等で特に配慮を要する者が県立特別支援学校に出願する

場合、諸検査等について、事前に出願する県立特別支援学校長等と電話等で連絡・調整

の上、出願期間前のできるだけ早い時期に、県立特別支援学校長等に受検上の配慮申請

書（様式第８号－１）により申請する。 

（２） 受検上の配慮申請書（様式第８号－１）を受理した県立特別支援学校長等においては、

宮城県教育委員会教育長と事前に協議の上、配慮することが妥当であることを認めた場

合、配慮の内容を当該出身学校長に受検上の配慮通知（様式第８号－２）により通知する。 
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